
（参考資料２） エコアクション２１概要 
 
１ エコアクション２１とは 
 エコアクション２１は、中小事業者等の環境活動を促進するとともに、その活動を効果

的・効率的に実施するため、ＩＳＯ14001 の国際規格をベースとしつつ、中小事業者でも
取り組みやすい環境マネジメントシステムとして、環境省が平成 8 年よりガイドラインを
策定したものである。 
 
２ エコアクション２１の特徴 
 エコアクション２１は、以下のとおりである。 
Ø 中小企業者等でも容易に取り組める環境マネジメントシステムとなっている。 
Ø 環境パフォーマンス指標（温室効果ガス・廃棄物・水の排出量など）による目標管理

が重視されている。 
Ø 環境活動レポートを作成・公表する必要がある。 
 
３ エコアクション２１認証・登録制度 
  平成 16年より民間機関による自主事業として、エコアクション２１認証登録制度が開
始された。平成 23年 12月現在で約 7,000事業者が認証の取得を受けている。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
認証・登録事業者の内訳をみると、従業員規模別では、約 6割の事業者が従業員規模 30
名以下であり、また業種は製造業、廃棄物処理・リサイクル業、建設・設備工事業などが

多い。 

   


